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許可業務（浄化槽汚泥・仮設トイレのし尿収集運搬業務）について 

 

1 許可業務の見直し（案） 

 ①区域割の再編（現在の区域割を廃止し、需給の均衡が保たれる新しい許可区域を設定する） 

 ②区域割の撤廃（現在の区域割を廃止し、市内全域を許可区域とする） 

 

2 見直し方法の比較 

 ①再編 ②撤廃 

前提条件 全ての業者の合意 過当競争とならないための制限 

対象者 区域割が再編された地域の浄化槽利用

者（数百件） 

全ての浄化槽利用者 

変更点 ・市が一方的に清掃業者を変更し、業者

選択ができない 

・業者が変更される利用者は契約変更が

必要となる 

・業者を選択できるようになる（契約変更

は利用者の任意） 

周知時期 ・再編地域の決定後、早急に周知 

・許可更新（令和 4年 4月 1日）までに

契約変更する必要がある 

・許可更新後（令和 4 年 4 月 1 日以降）に

周知 

・許可更新までは業者変更できない 

メリット ・業務の安定化（業者の経営状況）は改

善が見込まれる 

・区域があることで、業者の責任も明確

化される 

・利用者に業者の選択権が生まれる 

・将来的に再編の必要がなくなる 

デメリット ・区域再編の対象地域の選定が困難 

・将来的に再編の可能性がある 

・区域割がある現状でも清掃率が 100％

に達していない 

・業者が変わることで料金上昇の可能性

がある 

・業者ごとの料金が異なる場合、地域ご

との格差が解消されない 

・業務の安定化（業者の経営状況）は業者

の企業努力が必要 

・業者の責任が曖昧になる 

対策 ・将来的に再編不要な区域割の設定 

・区域ごとの料金・サービス格差解消 

・浄化槽情報の把握（台帳整備） 

・清掃率低下に繋がらないための啓発 

・合理化事業算定方法の見直し 

・浄化槽情報の把握（台帳整備） 
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3 区域割を撤廃する場合の制限について 

(1)制限方法及び制限内容 

① 契約基数による制限 

   許可車両 1台あたりの浄化槽清掃契約数に上限を設定する。 

 ② 搬入量による制限 

   処理施設（湖西市衛生プラント）への搬入量に上限を設定する。 

 ③ 車両台数による制限 

   許可車両の保有台数に上限を設定する。 

 

(2)制限方法の比較 

制限の内容 ①契約基数 ②搬入量 ③車両台数 

業務量の上限 許可台数×契約数上限 搬入量上限未満 

（契約数・車両数に制限な

し） 

許可台数で処理可能な業

務量 

過当競争の抑制 効果あり 効果あり 効果あり 

制限に適さない

理由 

・清掃未契約の浄化槽が契

約し、契約数増加により

許可車両台数が不足す

る可能性がある。 

・契約数は設置、廃止等で

増減し契約数の把握が

困難 

 

・清掃未契約の浄化槽が契

約し、契約数増加により

搬入制限量を超えるる

可能性がある。 

・大型浄化槽の廃止等で通

常より多量の処理が必

要となり搬入制限量を

超える可能性がある。 

 

比較 △ △ ○ 

 

 

4 見直しの方向性 

  区域割再編により業者に責任を持って業務を実施させることで、市の衛生保持に資することや需給

の均衡への配慮がなされ、安定的かつ継続的に処理が継続される状況に改善されることが見込まれる

ことなどから、区域割再編を見直しの方針に加える。 

 


